
 

○
厚
生
労
働
省
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示
第
三
十
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健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

 



 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表第一 別表第一 

医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

（略） （略） 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 初・再診料 第１部 初・再診料 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 初診料 第１節 初診料 

区分 区分 

Ａ０００ 初診料                   291点 Ａ０００ 初診料                   291点 

注１～15 （略） 注１～15 （略） 

16 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受

診した患者に対して初診を行った場合は、医療

ＤＸ推進体制整備加算として、月１回に限り、

当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を

それぞれ所定点数に加算する。 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ 12点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ 11点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３ 10点 

ニ 医療ＤＸ推進体制整備加算４ 10点 

ホ 医療ＤＸ推進体制整備加算５ ９点 

ヘ 医療ＤＸ推進体制整備加算６ ８点 

16 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受

診した患者に対して初診を行った場合は、医療

ＤＸ推進体制整備加算として、月１回に限り、

当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を

それぞれ所定点数に加算する。 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ 11点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ 10点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３     ８点 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第２部 （略） 第２部 （略） 



 

第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料 

 第１部 （略）  第１部 （略） 

 第２部 在宅医療  第２部 在宅医療 

 通則  通則 

  （略）   （略） 

第１節 在宅患者診療・指導料 第１節 在宅患者診療・指導料 

区分 区分 

 Ｃ０００ （略）  Ｃ０００ （略） 

 Ｃ００１ 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（１日につき）  Ｃ００１ 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～12 （略） 注１～12 （略） 

 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第３条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加

算として、月１回に限り、当該基準に係る区分

に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に

加算する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる

初診料の注15、区分番号Ａ００１に掲げる再診

料の注19若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外

来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取

得加算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注

16に規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分

番号Ｃ００３に掲げる在宅がん医療総合診療料

の注８に規定する在宅医療ＤＸ情報活用加算又

は区分番号Ｃ００５に掲げる在宅患者訪問看護

・指導料の注17（区分番号Ｃ００５－１－２の

注６の規定により準用する場合を含む。）若し

 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第３条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加

算として、月１回に限り10点を所定点数に加算

する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる初診

料の注15、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の

注19若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外来診

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注16に

規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分番号

Ｃ００３に掲げる在宅がん医療総合診療料の注

８に規定する在宅医療ＤＸ情報活用加算又は区

分番号Ｃ００５に掲げる在宅患者訪問看護・指

導料の注17（区分番号Ｃ００５－１－２の注６

の規定により準用する場合を含む。）若しくは

区分番号Ｉ０１２に掲げる精神科訪問看護・指



 

くは区分番号Ｉ０１２に掲げる精神科訪問看護

・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医

療ＤＸ情報活用加算を算定した月は、在宅医療

ＤＸ情報活用加算は算定できない。 

  イ 在宅医療ＤＸ情報活用加算１    11点 

ロ 在宅医療ＤＸ情報活用加算２    ９点 

導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療Ｄ

Ｘ情報活用加算を算定した月は、在宅医療ＤＸ

情報活用加算は算定できない。 

 

（新設） 

  （新設） 

Ｃ００１－２～Ｃ００２－２ （略）  Ｃ００１－２～Ｃ００２－２ （略） 

 Ｃ００３ 在宅がん医療総合診療料（１日につき）  Ｃ００３ 在宅がん医療総合診療料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～７ （略） 注１～７ （略） 

        ８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第３条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加

算として、月１回に限り、当該基準に係る区分

に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に

加算する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる

初診料の注15、区分番号Ａ００１に掲げる再診

料の注19若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外

来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取

得加算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注

16に規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分

番号Ｃ００１に掲げる在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の

注13（区分番号Ｃ００１－２の注６の規定によ

り準用する場合を含む。）に規定する在宅医療

ＤＸ情報活用加算又は区分番号Ｃ００５に掲げ

る在宅患者訪問看護・指導料の注17（区分番号

Ｃ００５－１－２の注６の規定により準用する

        ８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第３条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加

算として、月１回に限り10点を所定点数に加算

する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる初診

料の注15、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の

注19若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外来診

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注16に

規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分番号

Ｃ００１に掲げる在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13

（区分番号Ｃ００１－２の注６の規定により準

用する場合を含む。）に規定する在宅医療ＤＸ

情報活用加算又は区分番号Ｃ００５に掲げる在

宅患者訪問看護・指導料の注17（区分番号Ｃ０

０５－１－２の注６の規定により準用する場合

を含む。）若しくは区分番号Ｉ０１２に掲げる



 

場合を含む。）若しくは区分番号Ｉ０１２に掲

げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ

規定する訪問看護医療ＤＸ情報活用加算を算定

した月は、在宅医療ＤＸ情報活用加算は算定で

きない。 

イ 在宅医療ＤＸ情報活用加算１    11点 

ロ 在宅医療ＤＸ情報活用加算２    ９点 

精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定

する訪問看護医療ＤＸ情報活用加算を算定した

月は、在宅医療ＤＸ情報活用加算は算定できな

い。 

 

（新設） 

（新設） 

９ （略） ９ （略） 

 Ｃ００４～Ｃ０１５ （略）  Ｃ００４～Ｃ０１５ （略） 

第２節～第４節 （略） 第２節～第４節 （略） 

 第３部～第14部 （略）  第３部～第14部 （略） 

第３章・第４章 （略） 第３章・第４章 （略） 

  

別表第二 別表第二 

歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

（略） （略） 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 初・再診料 第１部 初・再診料 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 初診料 第１節 初診料 

区分 区分 

Ａ０００ 初診料 Ａ０００ 初診料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～14 （略） 注１～14 （略） 

15 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し

ている保険医療機関を受診した患者に対して初

15 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し

ている保険医療機関を受診した患者に対して初



 

診を行った場合は、医療ＤＸ推進体制整備加算

として、月１回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ 11点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ 10点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３ ８点 

ニ 医療ＤＸ推進体制整備加算４ ９点 

ホ 医療ＤＸ推進体制整備加算５ ８点 

ヘ 医療ＤＸ推進体制整備加算６ ６点 

診を行った場合は、医療ＤＸ推進体制整備加算

として、月１回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ ９点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ ８点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３     ６点 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

16 （略） 16 （略） 

Ａ００１ （略） Ａ００１ （略） 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第２部 （略） 第２部 （略） 

第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料 

第１部 （略） 第１部 （略） 

第２部 在宅医療 第２部 在宅医療 

区分 区分 

Ｃ０００ 歯科訪問診療料（１日につき） Ｃ０００ 歯科訪問診療料（１日につき） 

１～５ （略） １～５ （略） 

注１～19 （略） 注１～19 （略） 

20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯

科診療を実施している保険医療機関において健

康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認

等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科

医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合

は、在宅医療ＤＸ情報活用加算として、月１回

に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げ

る点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし

20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た歯

科診療を実施している保険医療機関において健

康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認

等により得られる情報を踏まえて計画的な歯科

医学的管理の下に、訪問して診療を行った場合

は、在宅医療ＤＸ情報活用加算として、月１回

に限り８点を所定点数に加算する。ただし、区

分番号Ａ０００に掲げる初診料の注14若しくは



 

、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注14若し

くは区分番号Ａ００２に掲げる再診料の注11に

それぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番

号Ａ０００に掲げる初診料の注15に規定する医

療ＤＸ推進体制整備加算を算定した月は、在宅

医療ＤＸ情報活用加算は算定できない。 

イ 在宅医療ＤＸ情報活用加算１    ９点 

ロ 在宅医療ＤＸ情報活用加算２    ８点 

区分番号Ａ００２に掲げる再診料の注11にそれ

ぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号Ａ

０００に掲げる初診料の注15に規定する医療Ｄ

Ｘ推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療

ＤＸ情報活用加算は算定できない。 

 

（新設） 

 （新設） 

Ｃ００１～Ｃ００８ （略） Ｃ００１～Ｃ００８ （略） 

第３部～第15部 （略） 第３部～第15部 （略） 

  

別表第三 別表第三 

調剤報酬点数表 調剤報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

（略） （略） 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 調剤技術料 第１節 調剤技術料 

区分 区分 

００ 調剤基本料（処方箋の受付１回につき） ００ 調剤基本料（処方箋の受付１回につき） 

１～４ （略） １～４ （略） 

注１～12 （略） 注１～12 （略） 

13 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険薬局（注２に

規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を

除く。）において調剤を行った場合は、医療Ｄ

Ｘ推進体制整備加算として、月１回に限り、当

該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ

れぞれ所定点数に加算する。 

13 医療ＤＸ推進に係る体制として別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険薬局（注２に

規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を

除く。）において調剤を行った場合は、医療Ｄ

Ｘ推進体制整備加算として、月１回に限り、当

該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ

れぞれ所定点数に加算する。 



 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ 10点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ ８点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３ ６点 

イ 医療ＤＸ推進体制整備加算１ ７点 

ロ 医療ＤＸ推進体制整備加算２ ６点 

ハ 医療ＤＸ推進体制整備加算３     ４点 

０１ （略） ０１ （略） 

第２節～第５節 （略） 第２節～第５節 （略） 

 


